
水田経営規
模10ha以上
の農家水田

面積

水稲採種ほ

①、②を控
除した残り

の
1/2の数量

中山間地域
傾斜度

1／20以上
の水田面積
（直接支払
該当水田）

もち米全農
契約数量、
酒米面積
（全農契約
数量を踏ま

え）

有機米面
積、特別栽
培米面積

その他の市
街化区域外
（担い手・採
種ほ部分を
除き配分）

係数 0.90
≒

（100-46.5）
/(100-40.3)

・40.3はＨ20
平均減産率
・46.5は市

街化区域減
産率

係数 1.20
≒

((100-40.3)
+   (40.3×
0.3))/（100-

40.3）

係数 1.20
≒

((100-40.3)
+   (40.3×
0.3))/（100-

40.3）

係数 1.20
≒

((100-40.3)
+   (40.3×
0.3))/（100-

40.3）

係数１．００

①、②を控除した残りの
1/2の数量

32,517.73ﾄﾝ

平成２０年産米の市町村別需要量の設定方針

鳥取県の需要量　72,510ﾄﾝ（国から県へ提供）

基準とする収量

水稲共済基準単収（かい廃水田除く）を統計情報センターの県平年収量に補正
　　　　　・水稲共済基準単収県平均　           502kg/10a
　　　　　・県平年収量（統計・情報センター）　  523kg/10a
　　　　　・基準収量係数　　　　　　　　            1.042≒　523/502

基準とする面積

   H1９年度水田台帳面積
　（かい廃面積については除外）
　　　　県計　23,233.53ha

平成20年1月7日
鳥　　　取　　　県

○激変緩和措置（平成19年産米需要量に対して98.5%～101%の範囲内となるよう激変緩和措置を講じる）

市町村別の需要量に関する情報

合計数量（①＋②＋③＋④）＝72,510ﾄﾝ

①
県平均減産
率の10％少
ない減産率
を優先配分

7,125.99ﾄﾝ

②
種子契約数
量を玄米換
算し優先配

分

348.55ﾄﾝ

ア
市街化区域
水田生産数

量

③
平成19年産
の生産数量
実績より按

分

32,517.73ﾄﾝ

④ 配分要素合計（ア＋イ）により按分

※用いた数値は、Ｈ19の数値にリニューアル

イ 　市街化区域外水田生産数量


